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〇桐生市総合教育会議運営要綱の一部改正について 

 

 

 

１ 改正内容 

 

 【改正前】 

  （事務局） 

  第８条 会議の事務局は、共創企画部企画課に置く。 

 

 【改正後】 

  （事務局） 

  第８条 会議の事務局は、教育委員会教育部総務課に置く。 

 

 

２ 改正理由 

  これまで桐生市では、総合教育会議に関する事務局を共創企画部企画課が所管し、教

育大綱の策定に関する事務を教育委員会事務局が所管しておりましたが、令和２年度は、

第２期桐生市教育大綱策定に向けた作業を速やかに進める必要があります。 

  このため、総合教育会議の事務局と教育大綱の策定について、教育委員会事務局が一

体的に所管することとし、事務の合理化と効率化を図るものです。 

 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月３０日（協議書締結日） 

 

 

４ 事務移管方法 

  地方自治法第１８０条の２に定める「補助執行」 

  

資料１ 
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